
研究倫理規程 
 

組織・運営 規程第 21号 

2018年 11月 17日制定 

最終改正 2025 年 3月 15日 

 

第 1章 総 則 

（目的） 

第１条 本規程は、公益社団法人日本社会福祉士会正会員に所属する会員（以下「会員」という。）の

研究における知的誠実さを涵養し、研究の倫理的なあり方を示すことにより、社会福祉の進歩と普及

を図り、学術の振興と人々の福祉に寄与・貢献することに資することを目的とする。 

 

（遵守義務） 

第２条 会員は、本研究倫理規程及び別に定める「研究倫理ガイドライン」に則り、研究活動において

良識と知的誠実さ、倫理が要請されることを自覚して行動しなければならない。 

 

（責務） 

第３条 会員は、研究活動を行うにあたって、人権を尊重し、年齢、性別、人種、国籍、思想信条、宗

教、社会的地位、障がいの有無等において差別的な取り扱いをしてはならない。 

２ 会員は、常に最新の研究方法の探求ならびに先行業績の探索を通じて、自らの研究水準の向上に努

めなければならない。 

３ 学会運営委員会（以下「委員会」という。）、研究誌『社会福祉士』編集規程（規程第 7号）第 4

条の執筆者、「個人発表」「自主企画シンポジウム」又は「ポスター発表」における申込者及び登壇

者（以下「発表者」という。）は、研究誌の発行、学会発表に至るまでのプロセスが円滑に運営され

るように、別に定める規程に基づき行わなければならない。 

 

（本規程に違反した場合の処分） 

第４条 発表者が本規程に違反する行為を行った場合には、処分される場合がある。 

２ 第 2条及び第 3条に反する行為が認められた時、委員会は採択及び発表の取消を行うものとする。 

３ 前項に規定する採択及び発表の取り消しは、研究誌の発行又は、学会発表の後であっても処分を行

うものとする。 

 

（規程の変更） 

第５条 この規程を変更するときは、理事会の決議を経なければならない。 

 

 

附 則 

2018年 11月 17 日制定、施行 

 

附 則 

2019年 6月 15日改正、施行 

 

附 則 



2021年 2月 6日改正、2021年 4月 1日施行 

 

附 則 

 2025 年 3月 15日改正、施行 

 



公益社団法人日本社会福祉士会 研究倫理ガイドライン 
 

組織・運営 ガイドライン第 11号 

2018年 11月 17日制定 

最終改正 2025 年 3月 15日 

 

本ガイドラインは、公益社団法人日本社会福祉士会研究倫理規程第２条にもとづき、会員が研究活動

を行う際に留意しなければならない事項について定めたものである。 

 

 

第 1章 倫理的配慮 

 

第１条 研究成果を著書、論文及び学会等で発表する場合は、研究目的を外れて社会的に不適切と考え

られる用語や差別的表現とされる用語を使用してはならない。引用文中の語についてはこの限りでは

ないが、その旨を明示しなければならない。 

 

第２条 研究を実施するにあたっては、倫理的問題が生じる可能性について事前に検討しなければなら

ない。 

 

第３条 人を対象とする研究を実施するにあたっては、所属する研究機関による研究倫理審査を受ける

ことができる場合は、原則として審査を受けなければならない。 

 

 

第 2章 調査研究の実施 

 

第４条 アンケート調査やインタビュー調査の質問項目の文言は、対象者の名誉やプライバシー等の人

権を侵害するものであってはならない。 

 

第５条 調査によって得られたデータを偽造・捏造・改ざんしてはならない。 

 

第６条 研究に用いた調査関係資料及び結果データは、厳重に管理しなければならない。 

２ 研究に用いた調査関係資料及び結果データの保存期間は、5年とする。 

 

第７条 人を対象とした調査を実施する場合は、調査対象者に対して調査目的、内容、公表の可能性に

ついて十分説明し、理解されたことを確認し、原則として、文書で同意を得なければならない。ま

た、途中で回答をやめる、答えたくない質問に答えない権利があること並びに回答の有無による不利

益が生じないことを伝えなければならない。 

 

第８条 判断能力が十分でない対象者については、分かりやすい言葉で説明するよう努め、あわせて家

族、成年後見人等から承諾を得るなど、本人の利益を損なわないよう最大限の配慮をしなければなら

ない。 

 

 



第 3章 研究成果の発表 

 

第９条 調査結果を発表する際には、地域・団体等の匿名性が守られなければならない。ただし、研究

目的にとって必要不可欠な場合はその限りではない。 

 

第１０条 調査対象者からの同意の有無にかかわらず、調査結果の発表にあたり調査対象者の実名を公

表してはならない。 

 

第１１条 事例研究をする場合は、調査対象者を特定できないように匿名化して使用しなければならな

い。その際、事例に加工が加えられている場合はその旨を表示しなければならない。 

 

第１２条 調査結果は改ざんしてはならない。また、調査結果の発表にあたっては、調査の手続き過程

が詳細に示されなければならない。 

 

第１３条 調査によって得られた情報は、本来の目的以外のために利用してはならない。 

 

第１４条 先行研究で用いられた調査項目の全部または一部を使用した場合には、発表する際にその旨

を明示しなければならない。 

 

第１５条 共同研究の成果の発表にあたっては、共同研究者は研究過程と成果への貢献に応じた取り扱

いを受けなければならない。研究に直接貢献していないにもかかわらず著者に名前を連ねる行為（ギ

フトオーサーシップ）や、研究に重要な貢献をしているにもかかわらず成果物に明記しない行為（ゴ

ーストオーサーシップ）は慎まなければならない。 

 

第１６条 共同研究の成果の一部を、他の共同研究者の同意なく単著で発表することは慎まなければな

らない。 

 

第１７条 その他、研究成果を学会などで発表する場合は、関係する規程、要領等を遵守しなければな

らない。 

 

 

第 4章 引用 

 

第１８条 研究は、先行業績の上に新たな知見を積み重ねることである。したがって、先行業績の検討

に際しては、自説と他説を峻別することが重要であり、これを怠ると盗作もしくは剽窃として最も重

大な倫理違反の一つとなることを強く自覚しなければならない。 

 

第１９条 引用に際しては、「『社会福祉士』執筆要領別添「注（引用文献）・参考文献の記載フォー

ムについて」を参照すること。 

 

第２０条 引用はできる限り原典主義を貫くべきであり、原典が入手できない等の止むを得ない場合に

のみ、いわゆる「孫引き」が許される。 

 



第 5章 論文投稿 

 

第２１条 原著の投稿、あるいは公表については、二重（多重）に行ってはならない。 

 

第２２条 すでに自身によって公表された研究成果の一部を修正して発表する場合は、その旨を明示し

なければならない。 

 

第２３条 その他、論文等を研究誌に投稿する場合は、投稿規程、執筆要領等を遵守しなければならな

い。 

 

 

第 6章 審査 

 

第２４条 投稿された研究業績の審査を行う過程において、著者と審査者の双方の匿名性が保持されな

ければならない。 

 

第２５条 審査は、投稿された研究業績の評価を含むものであるから、審査者は公正・客観的に評価を

行い、かつ指摘する内容が明確でなければならない。 

 

第２６条 審査は、著者の人格を傷つけるものであってはならない。 

 

第２７条 審査結果に対して、著者から要求がある場合には、その反論が許されなければならない。 

 

 

第 7章 書評 

 

第２８条 書評は、発刊された研究業績の評価を含むものであるから、評者は公正・客観的に批評しな

ければならない。 

 

第２９条 書評は、著者の人格を傷つけるものであってはならない。 

 

第３０条 書評に対して、著者からの要求があった場合には、その反論が許されなければならない。 

 

 

第 8章 学会発表 

 

第３１条 学会発表に際しては、事前の会員同士によるピアレビューや、大学院生の場合は指導教員に

よる指導を受けることが望ましい。 

 

第３２条 学会で発表する場合は、その内容が時代の先端にあるか、独自性があることの自覚のもとで

行わなければならない。 

 

 



第 9章 研究費 

 

第３３条 外部資金（研究費）を使用して研究する場合には、その会計を明瞭にし、研究目的に合致し

た予算、予算に合致した使用、支出に関する領収書などの証拠書類の整理保存に努め、その使用が不

正なものであってはならない。 

 

第３４条 研究結果を発表する際には、外部資金を用いた旨を成果物に明示しなければならない。 

 

 

第 10章 ハラスメント 

 

第３５条 会員は、対象を特定し、もしくは特定せずに、不当な中傷を行ってはならない。 

 

第３６条 会員は、学会活動において、いかなるハラスメント行為もしてはならない。 

 

第３７条 所属組織あるいは共同研究組織において、上位の権限・権威・権力を持つ者がそれを行使し

て、下位の者に対して、研究・教育・資格付与・昇進・配分等において不当な差別を行うなど、不利

益を与えてはならない。 

 

 

附 則 

 2018 年 11月 17日制定、施行 

 

※この研究倫理ガイドラインは「日本社会福祉学会研究倫理規程にもとづく研究ガイドライン（素

案）」を引用、改編し作成した。 

 

附 則 

2022年 11月 19 日改正、施行 

 

附 則 

 2025 年 3月 15日改正、施行 

 

 



 

 

 

注（引用文献）・参考文献は、下記のフォームによって記載すること. 
 

 

 

 

記載例⇒注 1）松端克文『地域の見方を変えると福祉実践が変わる―コミュニティ変革の処方箋』，ミネル

ヴァ書房，2018年，19～20ページ. 

        2）地域包括支援センター運営マニュアル検討委員会編『地域包括支援センター運営マニュアル

２訂-さらなる地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に向けて-』，一般社団法人長寿社

会開発センター，2018年，57ページ. 

3）前掲2），58～60ページ. 

 

 

 

記載例⇒  4）Rossi,Lipsey,Freeman, Evaluation: A Systematic Approach 7th edition , Sage,2004. 

大島巌・平岡公一・森俊夫・元永卓郎監訳『プログラム評価の理論と方法－システマティッ

クな対人サービス・政策評価の実践ガイド－』.（第2版），日本評論社,2008年，77ページ. 

 

記載例⇒   5）佐藤哲郎「社協ワーカーによる地域福祉援助プロセスの実践モデルの構築－グラウンデッ

ド・セオリー・アプローチによる分析」『社会福祉士』第22号，日本社会福祉士会，2015

年，4～12ページ． 

       6）Dominelli,L.“Decolonising disaster social work:environmental justice and community 

participation”, International social work ,47(3),2015,pp.659-672． 

 

 

 

 

 

 
 

記載例⇒     7）Charles Ragin.「fuzzy set / Qualitative Comparative Analysis. Software」 

（http://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml ,2018.9.21） 

 

 

単行本の例⇒ 8）重度身体障害者への障害福祉サービス提供システムが模索されてきた実態は安積純子・岡

原正行・尾中文哉・立岩真也『生の技法―家と施設を出て暮らす障害者の社会学』（生活書

院，2017）に詳しい. 

雑誌の例⇒  9）質的比較分析ついては、森大輔「判例研究への質的比較分析（QCA）の応用可能性：米国の 

弁護人依頼権に関する判例の分析を例に」(『熊本法学』136，2016年，218～262ページ．) 

 

 

 

記載例⇒  参考文献 
      ・上野谷加代子監修『災害ソーシャルワーク入門』，中央法規，2013年，30-33ページ． 

      ・小原眞知子・高瀬幸子・ 高山恵理子・山口麻衣『ソーシャルワーカーによる退院における実践の自 

己評価』，相川書房，2017年． 

●例示の注の文献は一部，（公社）日本社会福祉士会編『社会福祉士』第26号（2019年），第27号（2020年）から引用 

注（引用文献）・参考文献の記載フォームについて 

注（引用文献）の記載 

単行本の記載項目⇒編著者名『書名』(版)，発行所，発行年，ページ 

訳本の記載項目⇒原著者名，原書名，原書発行所，原書発行年，訳者名『訳書名』,訳書発行所， 

        訳書発行年，ページ． 

雑誌の記載項目⇒執筆者名「論文の標題」『雑誌名』巻（号），発行所名，発行年，ページ． 

欧文の書籍・雑誌の題名は，イタリック書

体にするので，該当字句にアンダーライン

を引くこと. 

欧文雑誌掲載の論文名は“  ”で囲むこと． 

電子メディア情報の記載項目⇒著者名（公表年または最新の更新年）「当該情報のタイトル」 

              （URL，アクセス年月日） 

注の文中で参考文献を記述する場合 

参考文献の記載 

本文中に注番号のない参考文献の記載は，上記の注に準じる. 

http://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml

